
















労働基準法第１回講義レジュメ  

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 上級本科の目的 

目的⇒得点力を高める 

 

 

 

  

２．受験経験者の学習 

 

スタート時点から 

  基礎力完成＋応用力養成 ＋ 問題演習 

  

予習 ⇒ 講義 ⇒ 復習 ⇒  

４．三菱樹脂事件（P.17判例事案） 

（事案概要） 

 新規卒業者として企業に採用された者（以下Ｘと

いう）が、３カ月の試用期間満了直前に、企業（以

下Ｙという）から、採用試験の際に学生時代の学生

運動について秘匿したことを理由として、Ｙから本

採用を拒否する旨の通知を受けた。これに対して、

Ｘが憲法違反、民法の公序良俗違反、労働基準法３

条違反等を理由として採用拒否の無効を訴えて提訴

した。 

６．任意貯蓄 

 

手続き等 社内 通帳 

貯蓄金管理協定＋届出 

 

 ○  ○ 

貯蓄金管理規程＋周知 

 

 ○  ○ 

労働者の請求→遅滞なく返還 

 

 ○  ○ 

管理状況報告 

（3/31以前１年間 4/30まで）

 ○  × 

利子（年５厘以上）  ○  × 

５．法３条、法４条 

  

 

 

 

 

 

 

 

基本的知識で解ける問題 

 
応用問題 

基本的知識か

ら推論で解け

る問題 

難問 

（細かい知識）

確実に得点 

正解率 

 ＵＰ 

３条  

・国籍 

・信条     労働条件

・社会的身分 

４条   

   ・女性 

   ・賃金 

差別的取扱い禁止 

 ↓違反 

罰則あり 

（６箇月以下の懲

役又は30万円以下

の罰金） 

・読解力の養成 

・知識の確認 

・過去10年本試験問題集

で知識の定着    

・実践力強化

・弱点把握と

克服 

       ３．参考条文 

〈憲法25条〉 

①  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する 
②  国は、すべての生活部面について、社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

ければならない。 
 
〈憲法27条〉 

①  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 
②  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関す

る基準は、法律でこれを定める。 
③  児童は、これを酷使してはならない。 

・過去問題集 

・到達度テスト


